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 社 会 教 育 課 長 田中 孝明  

 博 物 館 長 大島 誠一 

 淡 窓 図 書 館 長 安養寺雄二 

 体 育 保 健 課 長 渡邉圭一郎 

 人権・同和教育室長 伊藤 伸也 

書 記 教育総務課 総務企画係 主幹（総括） 衣笠 雄司 
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議案第65号 平成28年度日田市一般会計補正予算教育費について 

議案第66号 日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償 

に関する条例の一部改正について 

議案第67号 日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償 

に関する条例施行規則の一部改正について 

議案第68号 日田市特別職の職員で非常勤の者の任用、勤務時間及 

び休暇等に関する規則の一部改正について 

議案第69号 日田市放課後対策事業運営委員会委員の委嘱について 

議案第70号 旧日田市埋蔵文化財センターの建物及び用地の変更に 

ついて 

議案第71号 日田市世界遺産登録検討委員会委員の委嘱について 

 

報告第20号 平成28年7月期寄附採納について 

報告第21号 子ども咸宜園塾 イングリッシュ・サマーセミナーの 

取組状況について 
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最初に、前回の議事録の確認をいたします。７月定例教育委員会

の議事録について、変更などはありませんか。（「ありません」と

呼ぶ者あり）では、本会議終了後に署名をお願いします。 

それでは、教育長からの報告事項をお願いします。 

 

今回は、２点の報告をいたします。 

１点目ですが、昨日、市内の全小中学校で２学期がスタートいた

しました。今年の夏は、例年にない猛暑でしたが、子供たちは元気

に夏休みを過ごし、全員無事に大きな事故もなく２学期のスタート

を切ることができましたことを大変うれしく思っております。 

また、夏休み中には、たくさんの思い出を作ったことと思います

が、８月５日にオープンしました日田市複合文化施設アオーゼに

も、子供たちが、博物館や岩澤重雄画伯の特別展、またアオーゼの

いろんなイベントに、本当にたくさんの小中学生、高校生も訪れた

と聞いており、大変うれしく思います。 

また、今年、子ども咸宜園塾の一環としてスタートしました「英

語サマーセミナー」には、５日間で延べ２７７名の子供たちが参加

をしてくれました。これは、外国語指導助手（ＡＬＴ）の方たち

が、日本語を全く使わない、英語だけを使ってのセミナーでした

が、外国のゲームや歌、あるいは遊びなどを通して、子供たちは日

本語がなくても、すごくなれ親しんで楽しく過ごしましたので、そ

の適応能力の高さに大変驚いた次第です。 

次に、２点目ですが、フェンシングナショナルチームの日田合宿

についてです。ブラジルのリオオリンピックでは、日本選手団が大

活躍し、大変多くの感動を与えていただきましたが、４年後の東京

オリンピックに向けて、各競技の準備が始まっております。早速、

８月３１日から９月９日にかけて、日本、韓国、香港、カザフスタ

ンのフェンシングのナショナルチームが、日田市で合宿を行いま

す。 

選手やコーチ、約５０名程が市内のホテルに宿泊しまして、総合

体育館で練習を合同で行うというものであります。各国の次の世

代、東京オリンピックの出場を目指す選手ばかりで、この中には、

リオオリンピックに出場した選手も含まれております。 

日本チームには、小学校４年生までを咸宜小学校で過ごしました

江村美咲さんも参加をします。江村選手は、現在１７歳で、お父さ

んの仕事の関係で４歳から１０歳までを日田市で過ごしました。江

村選手のお父さんもソウルオリンピックの日本代表選手として活躍

した方で、現在は、フェンシングの日本ナショナルチームの副本部

長を務めておられます。この江村選手には、東京オリンピックでの
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活躍が期待されるところであります。江村選手と咸宜小学校の子供

たちとの交流イベントも予定しております。 

また、各国の選手やコーチには、練習の後には、日田の自然や 

おいしい食べ物、あるいは温泉を楽しんでいただき、４年後のオリ

ンピックに向けたいいスタートを切っていただきたいと思っており

ます。 

私からは、以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

それでは、早速議事に入ります。 

議案第６５号について、説明をお願いします。 

 

議案第６５号、平成２８年度日田市一般会計補正予算教育費につ

いて、教育総務課より説明をいたします。 

 

それでは、議案第６５号、平成２８年度日田市一般会計補正予算

の教育費についてでございます。 

詳しくは、別紙１を使いまして、書記から説明させていただきま

す。 

６月市議会に引き続き、本年度第３回目の９月市議会が開催され

る予定でございます。 

４月に発生しました地震被害に対します災害復旧費や施設の修理

費などを教育委員会からの補正予算として提出させていただきたい

と思っております。御審議をいただきまして、御議決の後に、この

予算案を市長部局を通じて、９月市議会の補正予算として提出させ

ていただきたいと思っております。 

それでは、書記からご説明いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

 

それでは、議案第６５号、平成２８年度日田市一般会計補正予算

教育費について、別冊１の資料で御説明をいたします。 

資料の１ページをお願いいたします。 

まず、平成２８年度９月補正予算の概要についてでございます。 

ナンバー１、問題を抱える子ども等の自立支援事業でございま

す。 

本事業は、問題を抱えた児童生徒に対し自立支援を促すととも

に、家庭や地域を含めた環境改善を図るため、保護者、学校、児童

相談所や家庭裁判所等の関係機関との連携・調整を行うことができ

る有資格者のスクールソーシャルワーカーを配置し、児童生徒の支
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援を行うため、必要な経費の補正をお願いするものでございます。 

補正の内容といたしましては、右側の補正内訳の欄のとおりで 

ございますが、報酬４６万８,０００円、通勤手当９万９,０００

円、旅費４,０００円、燃料費１万３,０００円、保険料１万５,００

０円の合計５９万９,０００円でございます。 

財源の内訳につきましては、県支出金が２８万３,０００円、残り

の３１万６,０００円が一般財源でございます。 

続きまして、資料２ページをお願いいたします。 

ナンバー２、小学校管理費（学校配分）及び、ナンバー３、中学

校管理費（学校配分）でございます。 

昨年１２月、市内小中学校に１００万円の御寄附を受けておりま

したことから、今回、市内全小中学校の図書購入費として、小学校

１８校に５９万５,０００円、中学校１２校に４０万５,０００円の

補正をお願いするものでございます。 

続きまして、３ページをお願いいたします。 

ナンバー４、地区公民館管理費（経常費）でございます。 

八幡町の九膳ヶ畑集会所では、４月に発生しました熊本地震によ

り、資料の４ページと５ページに写真を掲載しておりますが、講堂

内の壁にひびが入り、外壁の一部剥離や屋根瓦が破損しておりま

す。また、朝日公民館の集会室のエアコンが老朽化によりまして、

正常に作動しない状況でありますことから、これらの修繕や撤去、

取付を行うための修繕料として２００万円の補正をお願いするもの

でございます。 

財源につきましては、全て一般財源でございます。 

続きまして、資料６ページをお願いいたします。 

ナンバー５、チャレンジ！おおいた国体メモリアル基金管理運営

事業でございます。 

スポーツ激励金につきましては、原則、九州大会以上の出場に際

し交付を行っているところでございますが、７月末時点で、当初予

算額３５０万円に対しまして、既に２０８万１,０００円を交付いた

しております。今後開催されます各種大会への出場に際しまして

も、激励金を交付する必要がございますことから、１４８万１,００

０円の補正をお願いするものでございます。 

財源につきましては、全てチャレンジ！おおいた国体メモリアル

基金からの繰入金でございます。 

また、昨年度末に、ボート競技の振興に対しましていただきまし

た寄附金３００万円を今回基金に積み立てるため、積立金の補正を

お願いいたすものでございます。 

続きまして、下の段のナンバー６、体育施設改修事業でございま
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す。 

まず、１つ目として、都留スポーツセンターの駐車場整備に関す

る補正でございます。 

都留スポーツセンターは、旧都留小学校跡地に建設をしたもの

で、地域住民の交流の場として活用されておりますが、７ページに

写真を掲載しておりますとおり、グラウンドをそのまま駐車場とし

て利用しておりますことから、降雨時には深いぬかるみが生じるな

どの支障を来たしているところでございます。そのため、舗装整備

を行う経費として、工事請負費１４６万９,０００円の補正をお願い

するものでございます。 

２つ目といたしまして、鯛生スポーツセンター法面復旧工事に関

する補正でございます。 

６月補正におきまして、応急対策及び復旧工事を行うための経費

といたしまして、５,７３２万円の補正を行ったところでございます

が、復旧工事に当たり、経済産業省からの指導を受ける中で、過去

に、堆積場として行いました測量試験結果と比較検討する必要性が

生じましたことから、今回、調査費用の増額といたしまして、委託

料１,８８３万円の補正をお願いするものでございます。 

財源につきましては、いずれも一般財源でございます。 

続きまして、資料８ページをお願いいたします。 

ナンバー７、体育施設費（経常分）でございます。 

４月の熊本地震による鯛生スポーツセンター宿泊棟の天井破損を

はじめとしまして、総合体育館の空調機の故障や天瀬Ｂ＆Ｇ海洋セ

ンターの雨漏りなどの施設の異常が相次いで発生しておりまして、

早急な対応を行ってきているところでございます。そのため、当初

予定をいたしておりました施設修繕費用や今後の突発的な修繕に対

します費用に不足が生じましたため、修繕料として２３０万円の追

加の補正をお願いするものでございます。 

続きまして、その下のナンバー８、陸上競技場第２種公認更新事

業でございます。 

日田市陸上競技場は、現在、日本陸上競技連盟の第２種公認施設

として認定を受けているところでございますが、平成２９年度に更

新審査を迎えます。更新におきましては、基準の見直しにより、施

設の改修を行う必要が生じましたことから、改修に必要な経費の補

正をお願いするものでございます。 

補正の内容といたしましては、右側の補正内訳の欄のとおり、報

償費として１万９,０００円、旅費１２万６,０００円、工事請負費

４５４万７,０００円、備品購入費１,０５８万２,０００円の合計

１,５２７万４,０００円でございます。 
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財源の内訳につきましては、合併特例事業債が１,３８０万円で、

残りの１４７万４,０００円が一般財源でございます。 

続きまして、資料９ページのナンバー９、鯛生スポーツセンター

施設整備事業でございます。 

鯛生スポーツセンターは、年間３万５,０００人以上という多くの

利用実績がありますものの、建築後２５年が経過し、施設の様々な

箇所で経年劣化が進行していますことから、施設の大規模改修を行

うための補正をお願いするものでございます。 

補正の内容といたしましては、来年度以降に改修工事を行うため

の今年度実施設計の経費として、委託料１,３９２万円の増額補正で

ございます。 

財源の内訳につきましては、合併特例事業債が１,３２０万円で、

残り７２万円が一般財源でございます。 

最後に、資料１０ページのナンバー１０、公共文教施設災害復旧

事業でございます。 

本事業は、４月に発生しました熊本地震により被害を受けました

永山城跡の石垣等の復旧を行うもので、６月補正によりまして２６

万２,０００円の補正を行い、今後の修理方針等を検討する修理委員

会の開催や、予備費によります応急対応工事や実施設計に既に取り

組んでいるところでございます。 

今後の事業スケジュールにつきましては、資料１０ページの右側

に記載しておりますとおり、今年度から平成３０年度までの３年間

の継続事業で実施することとしており、事業の総額は、予備費分を

含めまして、７,１４１万６,２００円でございます。 

今回の補正につきましては、事業スケジュールの欄に記入をして

おりますとおり、発掘調査、石垣図化、石垣修復工事等の費用とし

まして、補正内訳の欄のとおり、共済費の１,０００円、賃金１０万

１,０００円、報償費２万４,０００円、消耗品費２,０００円、委託

料２５８万９,０００円、工事請負費２,６２９万８,０００円でござ

います。また、旅費の６万６,０００円の減額につきましては、６月

補正で修理検討委員会の旅費の補正をいたしましたが、委員の確定

によります減額でございます。この減額を含めまして、合計２,８９

４万９,０００円の補正をお願いするものでございます。 

財源の内訳につきましては、県支出金が１,４６０万５,０００

円、合併特例事業債が１,８００万円で、一般財源につきましては、

３６５万６,０００円の減額となっております。 

以上が、補正の概要でございます。 

１２ページに歳入の明細書、１３ページから１５ページに歳出の

明細書を記載しております。 
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補正額の総額につきましては、１０款教育費が５,９８７万３,０

００円、１１款災害復旧費が２,８９４万９,０００円、合わせまし

て８,８８２万２,０００円となっております。 

また、資料の１１ページは、公共文教施設災害復旧事業の中で御

説明いたしました、永山城跡の復旧工事につきまして、３年間の継

続事業を実施いたしますことから、継続費を設定するものでござい

ます。 

議案第６５号、平成２８年度日田市一般会計補正予算教育費に 

つきましては、以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

それでは、議案第６５号について、御質問、御意見などがありま

したら、お願いします。 

 

 ナンバー１の問題を抱える子ども等の自立支援事業ですが、この

スクールソーシャルワーカーそのものの現状というか、必要性につ

いて説明していただきたい。 

 

スクールソーシャルワーカーでございますが、補正の概要にあり

ますように、現在の子供たちの置かれている状況は、様々な問題が

あります。子供たち自身における問題、それから保護者に多くみら

れる問題もございます。中には、諸費滞納であったり、親が夜中に

働いている、親と連絡がとれない、とりにくいといったような家庭

の問題なども多く含まれています。その問題を解決していかない

と、なかなか子供たちが学校に来れない、子供たちが安心して生活

ができにくい、という状況になります。 

その様々な問題を解決するためには、学校だけではなかなかでき

にくいということです。学校は、なかなか家庭に入っていけない。

家庭訪問はできるんですが、そこから先、家庭の環境を変えると

か、経済的なことにアドバイスするとかいうことができません。そ

こで、スクールソーシャルワーカーを配置いたしまして、福祉の専

門家として、児童相談所であるとか、福祉事務所であるとか、医療

機関等とつないでいただいて、また学校ともつないでいただいて、

学校内でケース会議等を開きながら、子供たちの置かれた環境の改

善に向けて取り組んでいくというのが、スクールソーシャルワー

カーの大きな仕事になっています。そのために１名の配置をしたい

と考えているところでございます。 
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諌 本 委 員 長 

職 務 代 理 者 

 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

永 山 委 員 長 

 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

永 山 委 員 長 

 

諌 本 委 員 長 

職 務 代 理 者 

 

 

体 育 保 健 課 長 

 

諌 本 委 員 長 

職 務 代 理 者 

 

これは、今まではなかったことで、今後、日田市で考えていくと

いうことですが、他の自治体での導入の状況はどうなっています

か。 

 

現在、大分県が、スクールソーシャルワーカーを学校に配置して

いこうという方向です。また、県教委もスクールソーシャルワー

カー活用事業という事業を立ち上げて、県教委でも取組を進めてい

るところでございます。 

現在の状況でいいますと、今年度中に、１８市町村全ての市町村

に配置をするという大きな目的・目標がございますが、現状でいい

ますと、１６市町村が今年度中に配置する、あるいは配置予定であ

るという状況です。 

大分市は、非常に大きな市でございますので、大分市は１５人と

いうスクールソーシャルワーカーを配置しています。それ以外の中

津であったり、佐伯であったり、別府であったり、そういったとこ

ろは、１名から、多くても２名というところ、大体１名の配置が多

いという現状でございます。 

 

１名では、とても手が回らないと思うんですが、１人で３０校 

全ての学校を担当するということですね。 

 

原則、３０校全てにはなります。ただ、１人だけでは、どうして

も補えないところがありますので、現在、こども未来室に家庭相談

員の方が４名おられますので、その方も、福祉の関係で、家庭や児

童相談所などとの連携を築いておりますので、そことリンクしなが

ら、スクールソーシャルワーカーの活動をしていただくということ

になろうかと思います。 

 

ほかに御意見、御質問はありませんか。 

 

ナンバー５のチャレンジ！おおいたの激励金の補正についてです

が、これは、成績がよかったので、激励金がたくさん出ていったと

いうことでしょうか。 

 

はい、そのとおりです。 

 

もう一点、②のほうのボート競技の振興にいただいた寄附金とい

う補正ですが、ボートのための基金ということでいいでしょうか。 
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体 育 保 健 課 長 

 

 

 

永 山 委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

文化財保護課長 

 

 

 

 

 

永 山 委 員 長 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい、そういうことでございます。ボート振興のための寄附とい

うことでいただいておりますので、今回、基金に積み立てさせてい

ただくということでございます。 

 

ほかにありませんか。 

質問します。ナンバー１０の災害復旧事業ですが、文化財保護課

にお聞きします。 

こういう事業というのは、修復するのに専門的な知識や技術が必

要だと思っているんですが、これは地元の業者さんも協力していた

だいたりはするとは思いますが、どういうところが主体となって工

事を進めるのでしょうか。 

 

工事の委託については、今回、定例教育委員会に上程をさせてい

ただいております。今後、議会の承認までいただきまして、その後

に設計から入札となってまいりますが、まだ業者選定は行っており

ませんが、やはりそういった経験のあるところからということでの

選択にはなろうかと思っております。 

 

まだ決まっていないですね。わかりました。 

ほかにありませんか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

それでは、議案第６５号につきましては、原案のとおり可決とい

たします。 

続いて、議案第６６号から議案第６８号について、一括して説明

をお願いします。 

 

議案第６６号、日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用

弁償に関する条例の一部改正についてから議案第６８号まで、関連

しますので、学校教育課より一括して説明をいたします。 

 

学校教育課でございます。議案第６６号から第６８号につきまし

ては、日田市教育委員会にスクールソーシャルワーカーを配置する

に当たっての条例や規則の一部を改正するものでございます。 

現在、児童生徒の不登校や問題行動等の背景には、心の問題とと

もに、家庭、友人関係、学校等の児童生徒が置かれている環境の問

題が複雑に絡み合っているものと考えられ、日田市におきまして

も、養護相談等で関わる児童がおり、対応策が急がれている状況に

あります。 

該当の児童生徒に対しては、本人への自立支援を促すだけではな

くて、家庭や地域を含めた環境の改善が必要な場合もあり、学校の
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教職員だけでは対応が困難な事例等もございます。そこで、児童生

徒の保護者や学校、児童相談所や家庭裁判所等の関係機関との連

携・調整を行うことのできる、社会福祉士や精神保健福祉士等の資

格を持ったスクールソーシャルワーカーの配置が必要となってまい

ります。 

現在、県教委でも、スクールソーシャルワーカー活用事業として

市町村教委に配置を推進しており、今年度中に２市町村を除く１６

市町村で配置、または配置予定としております。そこで、日田市に

おきましても、１０月よりスクールソーシャルワーカー１名を、日

田市教育センターに週２日、１日６時間配置し、児童生徒の支援を

図るものでございます。 

なお、雇用の内容は、県教委のスクールソーシャルワーカー活用

事業にのっとったものでございます。 

配置するに当たりましては、スクールソーシャルワーカーが、日

田市特別職の非常勤の扱いになりますので、条例や規則の一部を改

正する必要がございますことから、次の３つの議案を御審議願いま

す。 

議案集２ページになります。 

議案第６６号、日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用

弁償に関する条例の一部改正についてでございます。 

スクールソーシャルワーカーの報酬及び費用弁償に係るものです

が、改正内容については、表の右側が改正前、左が改正後でござい

ます。その表の改正前の部分を改正後のように加えるものです。ス

クールソーシャルワーカーの報酬を日額９,０００円とするもので

す。 

次に、議案集４ページになります。 

議案第６７号、日田市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用

弁償に関する条例施行規則の一部改正についてでございます。 

これは、スクールソーシャルワーカーの通勤手当の支給に関する

ものでございます。費用弁償の項目に下線の「スクールソーシャル

ワーカー」を加えることと、加えたことによる番号の移動を行うも

のです。 

次に、議案集の６ページになります。 

議案第６８号、日田市特別職の職員で非常勤の者の任用、勤務時

間及び休暇等に関する規則の一部改正についてでございます。 

これは、スクールソーシャルワーカーを新たに配置するに当た

り、勤務日数を定めるものです。その表の改正前の部分に、スクー

ルソーシャルワーカーを加え、改正後のようにするものです。表の

とおり勤務日数を週２日といたすものです。 
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学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、説明いたしました３つの条例や規則の改正は、全て附則に

ありますように、平成２８年１０月１日から施行するものでござい

ます。 

以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

議案第６６号から議案第６８号について、御意見、御質問などは

ありませんか。はい、お願いします。 

 

スクールソーシャルワーカーを配置するということは、大変時代

に合ったいいことだと思うんですが、採用する社会福祉士とか、精

神保健福祉士という資格を持った人を実際に配置してもらえるので

しょうか。 

 

おっしゃるとおりに、スクールソーシャルワーカーは資格が必要

になります。有資格者が日田市内に何名いるのか、その方たちを実

際に配置できるのかについては、まだはっきりとしたものを示すこ

とはできません。 

ただ、この事業が、大分県のスクールソーシャルワーカー活用事

業にのっとっておりますので、配置については、県教委生徒指導推

進室が担当しておりますけれども、推進室が責任を持って配置をい

たしますという確約をいただいております。ですから、今回配置が

決定しましたら、生徒指導推進室に相談をしながら、１０月１日か

らの配置に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

 

基本的に週２日ということでの配置の計画になっていると思いま

すが、将来的に増員したいという場合に、この週２日の規定をその

まま生かして、もう一人増員するという形になるんですか。その人

が週４日出れるというようなことも考えられるわけですか。 

 

これは、先ほど申しましたように、大分県のスクールカウンセ

ラー活用事業にのっとって行っておりますので、規定のその事業の

中では、週２日６時間、年間４８週以内という規定がございます。 

それを、今回の補正では１名、１０月１日から配置するというこ

とで計上しておりますが、来年度は１名、４月から増員をして、２

名でいけたらということで考えております。その場合には、週２日

のところが、週４日の勤務になろうかと思います。ただし、同じ方

が兼ねて週４日いけるかといった時には、それが可能かどうかは、

不確定なところがございますので、もう一度、県教委と確認したい
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と思います。状況的には、多分違う方の配置になる可能性が高いと

思います。 

 

少し私もよくわからない部分があって、例えば実際に学校が、こ

の子がどうも何か問題を抱えているんではないかと心配している

ケースについては、すぐに取りかかれると思います。しかし、潜在

的に、学校では把握ができていなかったけれども、家庭に何か抱え

ていたり、表面化はしていないけれど、何か暴力を受けているよう

だとかいうケースこそが、助けていただきたいと思っています。 

それで、このスクールソーシャルワーカーの方が、どういう形

で、そこにネットワークを作っていくのか、きっかけというか、立

ち位置がよくわからないんです。例えば学校から情報をもらって、

福祉のほうと連携していくのか、逆にその福祉のほうから連絡をも

らって、学校と連絡をとっていくのか。その全部をつないでいく人

というように理解していいんでしょうか。 

 

委員長のおっしゃるように、両方向からの情報収集と共有になろ

うかと思います。学校でキャッチした情報が、スクールソーシャル

ワーカーに入り、それを福祉のほうにつないでいって、解決を図

る。あるいは地域や近所の方とかが、子供が夜に泣いている状況が

あるとか、家庭内での暴力やネグレクトに関するようなことがある

んではないかというような情報が、福祉のほうに入ってまいりま

す。 

そのときには福祉からの情報で、スクールソーシャルワーカーが

動き、学校と一緒になりながら、ケース会議を開いたりとか、家庭

に入ったりしながら対応をする。両方向からのアプローチで取り組

んでいくと。一方向からではないと考えております。 

 

何か、もう一歩そこに踏み込んで、子供が直接ＳＯＳを出せるよ

うなルートを確保するということを考えていただければと思いま

す。今、チャイルドホットラインというカードを配っていただいて

いますね。あれは何か子供たちには、すごく遠い存在なんですね。 

ホットライン、フリーダイヤルの番号をいただいていますが、実

際にあれはすごく遠い人のことです。子供が、時々学校に来ている

あの先生に相談すると、何か自分が救われるというような、直接声

をかけるのは難しいけれども、この日に相談ができるよというよう

な、スクールソーシャルワーカーの方１名では、そういう態勢は難

しいと思いますが、将来的に何かそういうこととか、お手紙のポス

トではないですが、各学校で工夫していただいて、何年かかけてで
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岡 部 委 員 

 

 

 

 

しょうけど、何か子供からダイレクトにＳＯＳが出せるようなこと

も、いつか考えていただけたらと思います。これは私の個人的な希

望です。 

 

運用については、まだこれから検討する部分がたくさんあると思

います。ただ、例えば学校でスクールカウンセラーに話をしたこ

と、あるいは臨床心理士に話をしたこと、あるいは先生に話をした

こと、それをスクールソーシャルワーカーにつなぐことは可能で

す。 

今のやり方では、直接子供からスクールソーシャルワーカーにと

いうラインがありませんので、そこについては、また運用面を考え

なければいけないと思います。 

 

いつか考えていただけるとありがたいです。 

ほかにはありませんか。 

 

スクールソーシャルワーカーさんの件ですが、今、委員長がおっ

しゃったように、子供さんから直接相談するということもできるよ

うになってほしいなと思うんですが、保護者からスクールソーシャ

ルワーカーさんに相談することもできるようになるのか。それと、

そういうスクールソーシャルワーカーさんに相談できるシステムが

あるということを、広く市民の方に周知していただく計画があるの

かどうか、教えてください。 

 

現在、保護者の方の相談は、福祉に関することは、直接、福祉の

担当に相談していると思います。それを、ＳＳＷが受けるというこ

とは、先ほどの子供たちと同様に考えていかなければいけないと思

います。 

相談するための方法についても、まだ配置が決まったわけではあ

りませんが、例えば１名配置の場合、２名配置の場合など、いろい

ろなところも考えられますので、検討していきたいと思います。 

 

ほかにはありませんか。 

 

この件は、考えれば考えるほど何か現実が怖いという気がしま

す。いじめも大変な問題ですが、いじめは、家庭に帰れば少しは

ほっとする。しかし、これが家庭での虐待となると、この子供たち

は帰るところがないという感じなんですね。ですから、こういう制

度ができる、もっと早くできてよかったと思いますが、今からでも
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できるということはいいことです。 

先ほど６５号議案はもう通過したんですが、これは、週２日です

ね。１０月から。この予算は、全体で５９万９,０００円で、このう

ち、県費が２８万３,０００円あり、日田市の歳出はまだこれより少

ないわけですから、子供たちを救うのにもう一人分ぐらいの予算確

保ができないのかと思います。子供たちは、将来の宝ですから。県

からの補助なしに、日田市の予算でできる余地はないのかというこ

とを、この場での返事は結構ですから、御検討をいただければと思

います。 

 

ただいまの子供の家庭のネグレクトですとか、暴力を受けている

のではないかといったような問題ですが、その部分については、現

在、こども未来室のほうが中心になって、それぞれの問題のある家

庭を把握して、その方の見守りであるとか、あらゆる機関につなげ

たりというようなことは、幼稚園から小中学校等も行っておりま

す。 

さらに、今回のスクールソーシャルワーカーについては、特に学

校サイドから、そういった面をフォローしていくということで位置

づけを考えております。 

ですから、既にその家庭での問題というのは、現在、そういった

体制を組んで、毎月１回、障害の担当や生活保護の担当、また今、

生活困窮の事業がありますが、その担当職員だとかが一緒に入っ

て、そういった協議・支援を行っていくという状況ではございま

す。ですから、現在全くないといったようなことではございませ

ん。はい。 

 

こういう制度ができたから、今まで何もなかったということでな

くて、実際には、家庭相談員なりが活動していると思いますが、例

えば、この２８人の児童虐待について家庭相談員等から、その状況

などについて、時々は教育委員会にも報告があるんですか。子供が

こういうふうになってきたとか、大変だとか、もう全く別の世界で

やっているわけですか。 

 

連絡会が月１回あります。学校教育課の指導係の職員も必ず入っ

て、情報共有しています。特に児童虐待にかかわるようなことは、

学校にも、こども未来室のほうからお知らせをして見守っている

と、お互いに共有しながら見守っているということはできておりま

す。 
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教 育 長 

 

 

文化財保護課長 

 

 

 

 

 

ほかにありませんか。よろしいですか。 

それでは、議案第６６号から議案第６８号については、原案のと

おり可決といたします。 

次に議案第６９号について、説明をお願いします。 

 

議案第６９号、日田市放課後対策事業運営委員会委員の委嘱につ

いて、社会教育課より説明をいたします。 

 

それでは、議案集の７ページでございます。 

議案第６９号、日田市放課後対策事業運営委員会委員の委嘱につ

いてでございます。 

本案につきましては、任期中の委員の退任により、日田市放課後

対策事業運営委員会設置要綱第４条の規定に基づきまして、補欠の

委員を新たに委嘱するものでございます。 

具体的には、放課後児童クラブ代表といたしまして、新たに大友

智恵様を委嘱するものでございます。 

なお、任期につきましては、前任者の残任期間となっておりまし

て、平成２８年８月２６日から平成２９年３月３１日まででござい

ます。 

続く８ページには、資料といたしまして委員名簿を掲載させてい

ただいております。 

以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

議案第６９号について、御意見、御質問などはありませんか。 

よろしいですか。 

では、議案第６９号については、原案のとおり可決といたしま

す。 

次に、議案第７０号について、説明をお願いします。 

 

議案第７０号、旧日田市埋蔵文化財センターの建物及び用地の変

更について、文化財保護課より説明をいたします。 

 

文化財保護課でございます。議案集の９ページをお願いいたしま

す。 

議案第７０号、旧日田市埋蔵文化財センターの建物及び用地の変

更について御説明いたします。 

上程の理由といたしましては、日田市埋蔵文化財センターの移転

後、福祉施設として利用するため、文化財保護課から社会福祉課へ
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永 山 委 員 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

咸宜園教育研究

セ ン タ ー 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所管換えを行うものでございます。 

所管換えを行います建物及び用地の内容につきましては、１１

ページに図面を添付させていただいておりますので、ページをお返

しいただいて、１１ページをご覧いただきたいと思います。 

初めに、所管換えを行う土地についてでございますが、北側の土

地から、所在地、日田市大字友田１０４０番地３、面積が１６９平

方メートル、中央の５１６番地１、面積が４,０６１.６７平方メー

トル、南の駐車場と表示をしております５３７番地１、面積が６３

５平方メートル、合計３筆で、４,８６５.６７平方メートルでござ

います。 

次に、所管換えを行います建物についてでございますが、１０

ページをご覧いただきたいと思います。 

この敷地内にございます（１）埋蔵文化財センターの分室、鉄板

葺鉄骨造２階建８０１.９０平方メートル、建築年、昭和６１年。 

以下、（２）の埋蔵文化財センター倉庫・物置、（３）の埋蔵文化

財センター倉庫・物置、（４）の埋蔵文化財センター作業所・工作

室、合計４つの建物の所管換えをお願いするものでございます。 

以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

議案第７０号について、御意見、御質問はありませんか。よろし

いですか。いいですか。 

では、議案第７０号については、原案どおり可決といたします。 

次に、議案第７１号について、説明をお願いします。 

 

議案第７１号、日田市世界遺産登録検討委員会委員の委嘱につい

て、世界遺産推進室より説明をいたします。 

 

世界遺産推進室でございます。それでは、議案集の１２ページを

お願いいたします。 

議案第７１号、日田市世界遺産登録検討委員会委員の委嘱につい

て御説明をいたします。 

日田市世界遺産登録検討委員会委員に、次の者の委嘱をお願いす

るものでございます。お名前が鈴木理恵様、広島大学教授でござい

ます。教育史が御専門で新任でございます。 

今回の委嘱につきましては、本年５月末の任期をもって、日田市

世界遺産登録検討委員会委員を辞任いたしました、京都大学名誉教

授でございます海原徹様の御後任として、日田市世界遺産登録検討

委員会設置要綱に基づきまして委員を委嘱するものでございます。 
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永 山 委 員 長 

 

 

 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

任期は、平成２８年８月２６日から平成３０年５月３１日までで

ございます。 

なお、１３ページには、資料として、現在４名の委員さんの名簿

を掲載しております。 

それから、資料の１４ページ～１５ページにおきましては、日田

市世界遺産登録検討委員会設置要綱を掲載させていただいておりま

す。 

以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

議案第７１号について、御意見、御質問などはありませんか。 

よろしいですか。 

では、議案第７１号について、原案のとおり可決といたします。 

次に、報告事項についての説明をお願いします。 

報告第２０号について、お願いします。 

 

報告第２０号でございます。議案集の最後のページ、１６ページ

をお願いいたします。 

報告第２０号、平成２８年７月期分の寄附採納についてでござい

ます。 

地区寄附が２件となっておりまして、１件目が、田島１丁目の永

瀬様から東部中学校へ図書購入費といたしまして、３万円の御寄附

をいただいております。次に、豆田町の有村様から旧検番所使用道

具１００点の御寄附をいただいております。 

なお、この寄附品につきましては、有村様から現在お借りいたし

まして、旧船津歯科において展示中のものをそのまま御寄附いただ

いたものでございます。 

７月期分につきましては、以上の２件でございます。 

報告第２０号につきまして、以上のとおりでございます。 

 

ありがとうございます。 

報告第２０号について、御質問などはありませんか。（「なし」

と呼ぶ者あり）よろしいですか。 

では、続いて、報告第２１号についてお願いします。 

 

別冊２がございますので、そちらのほうをご覧ください。 

報告第２１号、子ども咸宜園塾イングリッシュ・サマーセミナー

の取組状況についてでございます。 

６月の定例教育委員会でお知らせしておりましたが、イングリッ
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シュ・サマーセミナーが、今年の夏休みに行われました。今年度か

ら日田市版総合戦略の一つとして、新規事業、子ども咸宜園塾イン

グリッシュ・サマーセミナーに取り組むようにしたものでございま

す。 

夏休み全ての日程が終了いたしましたので、速報として、本日、

参加者数について報告をいたします。 

会場は、日田市複合文化施設アオーゼと日田市大山公民館の２カ

所、期日は、どちらも８月８日・９日・１７日・１８日・１９日の

５日間でございました。日程は、午前のみか、午後のみ２時間を基

準としております。 

参加児童数ですが、この表にありますが、この数字は、実際に当

日参加した児童の実数を上げております。アオーゼ会場、大山会

場、このように、日にちや会場によって違いがありますが、トータ

ルとして、一番右にございますように、延べ２７７名の参加で、内

容は、アオーゼ会場が延べ２１０名、大山会場が延べ６７名でござ

いました。 

ただ、今回、各会場で５０名を上限として募集し実施いたしまし

たので、希望者は、もっと多くございました。大体、アオーゼ会場

が、１会場で７０から８０名、最大８９名。最も多い日は８９名の

申込みがありました。逆に大山会場は、少ない日で６名、多い日で

も１１名の希望でした。 

そこで、事務局で５０名を上限としておりましたので、抽せん、

それから調整もいたしまして、大山会場に移動できる児童について

は移動してもらったり、５日間希望している児童には３日間にして

もらったりとか、配慮もいたしながら、また希望した児童が１回も

行けないということにもならないように配慮はしております。 

結果として、アオーゼ会場が５０名実施するようにしております

ので、ここの表にあります実数として５０名にない日は、当日の欠

席者の数ということになります。 

ちなみに、申込み段階での延べ人数は、４５０名でございまし

た。指導者は、表にありますように、市のＡＬＴ４名と県のＡＬＴ

２名。この県のＡＬＴというのは、日田高校と三隈高校のＡＬＴで

す。それと、指導員の方２名、この指導員の方も外国人の方です。

ＡＬＴは、出張や高校での業務もありましたので、人数の違いがご

ざいました。 

以上が、今回、第１回目のサマースクールの速報でございます。 

今後、参加者には、事後アンケートをとっておりますので、そこ

での振り返り、また内容や募集の仕方、会場とか日数ですね。また

中身についても検証いたしまして、来年度、第２回目のイングリッ
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諌 本 委 員 長 

職 務 代 理 者 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

シュ・サマーセミナーにつなげてまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

報告第２１号について、御質問などはありませんか。 

 

今回は５０名ということで、これでよかったんだろうと思うんで

すが、実施した結果から見ても、結局７０名とか８０名が、１教室

だと少し厳しいということでしょうか。 

 

今回、学年を区切らずに、１年生から６年生の希望をしました。

すると、やっぱり１年生、２年生とかがたくさん希望しました。抽

せんをしながら、均等に配慮しながらかわっていったんですけれど

も、５０名でも低学年１組になったら大変です。中には、１人のお

子さんに、ＡＬＴではなくて、指導係の指導主事が１人つきっきり

で、ずっといないと動き回るとか、そういったお子さんもいました

ので、たくさんの子供たちを入れたいということは本当にわかるん

ですけれども、来年は、その辺を考えながら募集をしたいというふ

うに思っています。 

 

１回、実施してみて、どうだったかというのは、効果としてわ

かったんでしょうか。 

 

子供たちの表情とか、子供たちが英語にかかわることは、やはり

本当にいい姿を見ることができました。これは、もう数字であらわ

れない部分だと思いますけれども、ＡＬＴの方は、ずっとその時間

を全て英語でしゃべります。子供たちは、その英語を聞きながら、

コミュニケーションをとり、すぐになれ親しんで、もう英語だけで

もその時間を過ごすということでした。子供たちの順応のすごさを

改めて感じました。かなり英語によるコミュニケーションは高まっ

ているなと感じました。 

 

ＡＬＴは、学校では、先生の助手という形なので、先生の指示で

動かないといけないんですが、今回、ＡＬＴが主体的に、企画から

行いましたので、ＡＬＴがとても意欲的というか、楽しかったとい

うことで、ＡＬＴにとってもよかったという印象を受けておりま

す。 

 

 

 19 



諌 本 委 員 長 

職 務 代 理 者 

 

永 山 委 員 長 

 

 

淡 窓 図 書 館 長 
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永 山 委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

今回、ＡＬＴが本来やりたかったような事業というか、外国語 

教育するような形態が見えたかもしれませんね。 

 

ほかにありませんか。質問などいいですか。 

それでは、その他について、お願いします。 

 

淡窓図書館でございます。蔵書点検のお知らせでございます。 

行事予定表にも掲載をしておりますが、９月７日の水曜日から 

９月１５日の木曜日までの９日間、図書館の蔵書点検を行います。 

なお、この期間中ですが、市民の皆様にも大変ご迷惑をお掛けし

ますが、休館ということになっておりますので、よろしくお願いい

たします。 

以上でございます。 

 

わかりました。ほかにありませんか。 

 

それでは、９月の定例教育委員会でございますが、日程表の裏面

に掲載しておりますが、９月２９日の木曜日になります。１時半か

ら勉強会、３時からが定例教育委員会をお願いしたいと思いますの

で、委員の皆様方には、スケジュールの調整をよろしくお願いいた

します。 

 

わかりました。 

そのほか、お知らせなどはありませんか。よろしいですか。 

では、御意見がなければ、これで８月定例教育委員会を閉会いた

します。皆さん、お疲れさまでした。 

 

 

 

終了時刻：午後４時４分 
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